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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内容物を収納する区画凹部を有する容器本体と、該区画凹部の外縁に当接してその内部
空間を気密状態に保持する中蓋と、容器本体に枢軸を介して揺動可能に保持される蓋体と
を備えた気密コンパクトであって、
　前記容器本体に、蓋体に係合して密閉状態を維持するフックを有しその押圧に伴うスラ
イドにて該フックによる係合を解除して蓋体の開放を可能とする押しボタンを設け、
　前記フックは、０．４６～１．００ｍｍの係合代を有し、
　前記中蓋は、前記区画凹部の外縁の突端から側壁にかけて接触するシール部材を有する
ことを特徴とする気密コンパクト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気密コンパクトに関するものであり、該コンパクトの使い勝手の改善を図ろ
うとするものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンパクトは一般にアイシャドーやアイライナー、ファンデーション等の化粧料をパフ
等の塗布具とともに収納できる内部空間を有しており、とくに、内容物に関しては揮発成
分の揮散を防止するとともに湿気の侵入を回避する観点から、容器本体内に中蓋を設けて
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内容物を収納した空間のみを気密状態に保持するようになっている
【０００３】
　ところで、従来のこの種のコンパクトは、蓋体でもって中蓋を押圧して容器本体に対す
る接触面圧を大きくして高い気密性を確保する仕組みになっており、蓋体と容器本体との
嵌合が強くなりすぎる傾向にあって、蓋体を開けるべくフックを回動又は撥ね上げること
でその係合を解除する際（例えば特許文献１参照）にフックピースに大きな力を付与せね
ばならず、使い勝手が悪いところに問題を残していた。
【特許文献１】実公昭６４－５５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、中蓋を強く押しつけて気密性を高める場合であっても比較的軽い押圧
で蓋を開けることができる使い勝手のよい気密コンパクトを提案するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、内容物を収納する区画凹部を有する容器本体と、該区画凹部の外縁に当接し
てその内部空間を気密状態に保持する中蓋と、容器本体に枢軸を介して揺動可能に保持さ
れる蓋体とを備えた気密コンパクトであって、
　前記容器本体に、蓋体に係合して密閉状態を維持するフックを有しその押圧に伴うスラ
イドにて該フックによる係合を解除して蓋体の開放を可能とする押しボタンを設け、
　前記フックは、０．４６～１．００ｍｍの係合代を有し、
　前記中蓋は、前記区画凹部の外縁の突端から側壁にかけて接触するシール部材を有する
ことを特徴とする気密コンパクトである。
【０００７】
　また、前記中蓋は、前記区画凹部の外縁の突端から側壁にかけて接触するシール部材を
配置するのが望ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　押しボタンをスライドさせてフックの係合を解除するため、蓋体が容器本体に対して強
い力で押し付けられた状態にあっても比較的軽い押圧でもって蓋を開けることができ使い
勝手がよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を用いて本発明をより具体的に説明する。
　図１（ａ）（ｂ）は本発明に従う気密コンパクトの実施の形態を示した図であり（ａ）
は平面図（蓋体を取り外した状態）、（ｂ）は側面を断面で示した図である。
【００１０】
　図における１は容器本体、２は容器本体１に配置され内容物を収納する区画凹部を形成
する受け皿、３は受け皿２の外縁に当接してその内部空間を気密状態に保持する中蓋であ
る。この中蓋３は容器本体１に枢軸３ａを介して揺動可能に保持されている。
【００１１】
　また、４は容器本体１に枢軸Ｓを介して揺動可能に保持される蓋体である。この蓋体４
はその閉状態で中蓋３を容器本体１に押し付けることができるようになっている。５は容
器本体１に弾性支持され蓋体４を開放する押しボタン、そして６は中蓋３に設けられ受け
皿２の外縁の突端から側壁にかけて接触するシール部材である。
【００１２】
　押しボタン５は蓋体４の爪部４ａに係合して密閉状態を維持するフック５ａを有しその
押圧に伴う矢印Ｘに沿うスライドにて該フック５ａによる係合を解除して蓋４の開放を可
能とする。
【００１３】
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　従来タイプの気密コンパクトもフックピースを押圧することでフックによる係合を解除
する仕組みになっているが、該フックは押圧によって回動させる形式のものであり、その
係合を解除するには比較的大きな力を必要としている。本発明の気密コンパクトは、従来
タイプのものと異なり押しボタン５を押してスライドさせるだけでフック５ａによる係合
を解除できるもので、この時、フックの回動又は撥ね上げによる押し上げ作用がないので
大きな力は必要としない。
【００１４】
　従来タイプの気密コンパクトの場合、フックの係合代は何れのものもほぼ０．３～０．
４５mm程度であるのに対して本願発明においては０．４６～１．００mm程度に設定するこ
とが可能で、これにより蓋体４を容器本体１にしっかりと密着させて閉状態に保持できる
。
【００１５】
　シール部材６については受け皿２の外縁の突端にのみに接触させてシールすることがで
きるが、突端から側壁にかけてシールことでより高いシール性が確保される。
【産業上の利用可能性】
【００１６】
　気密性が高く、比較的ソフトなタッチ（軽い押圧）でもって蓋を開けることができるコ
ンパクトを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明にしたがう気密コンパクトの実施の形態を示した図であり、（ａ）は平面
図、（ｂ）は側面を断面で示した図である。
【符号の説明】
【００１８】
　１　容器本体
　２　受け皿
　３　中蓋
　３ａ　枢軸
　４　蓋体
　４ａ　爪部
　５　押しボタン
　５ａ　フック
　６　シール部材
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